
札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和４０年条例第２０号）新旧対照表 
現　行 改　正　案 備　考 

　（駐車施設の附置） 

第２条　次の表のアの項に掲げる地区又は地域内において、同表のイの項

に掲げる面積が同表のウの項に掲げる面積を超える建築物を新築しよう

とする者は、その建築物のうち同表のエの項に掲げる建築物の部分の床

面積をそれぞれ同表のオの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した

数値（当該建築物の延べ面積（駐車施設の用途に供する部分の面積を除

き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。）

が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同

表のカの項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、

小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。）以上

の台数の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該建

築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、その

性質上又は用途上自動車の駐車需要を発生させる程度が少ないと市長が

特に認めた建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 

ア （省略） 

イ 特定用途（法第２０条第１

項に規定する特定用途をい

う。以下同じ。）に供する

部分の床面積と、非特定用

途（特定用途以外の用途を

いう。以下同じ。）に供す

る部分の床面積に３分の２

を乗じて得た面積との合計

の面積 

 

 

 

 

特定用途に供する部分の

床面積と、非特定用途に

供する部分の床面積に４

分の３を乗じて得た面積

との合計の面積 

（省

略） 

ウ （省略） 

エ （

省

略

） 

特定用途（百

貨店その他の

店舗及び事務

所の用途を除

く。）に供す

る部分 

非特定

用途に

供する

部分 

（

省

略

）

特定用途（百

貨店その他の

店舗及び事務

所の用途を除

く。）に供す

る部分 

非特定

用途に

供する

部分 

特定用

途に供

する部

分 

　（駐車施設の附置） 

第２条　（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア （現行のとおり） 

イ 特定用途（法第２０条第１

項に規定する特定用途をい

う。以下同じ。）に供する

部分（共同住宅の用途に供

する部分を除く。以下この

項及び第３項において同

じ。）の床面積と、非特定

用途（特定用途以外の用途

をいう。以下同じ。）及び

共同住宅の用途に供する部

分の床面積に３分の２を乗

じて得た面積との合計の面

積 

特定用途に供する部分の

床面積と、非特定用途及

び共同住宅の用途に供す

る部分の床面積に４分の

３を乗じて得た面積との

合計の面積 

（現行

のとお

り） 

ウ （現行のとおり） 

エ （

現

行

の

と

お

り

） 

特定用途に供

する部分（百

貨店その他の

店舗、事務所

及び共同住宅

の用途に供す

非特定

用途及

び共同

住宅の

用途に

供する

（

現

行

の

と

お

り

） 

特定用途に供

する部分（百

貨店その他の

店舗、事務所

及び共同住宅

の用途に供す

非特定

用途及

び共同

住宅の

用途に

供する

特定用

途に供

する部

分（共

同住宅

の用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅

の敷地内

に附置し

なければ

ならない

駐車施設

の規模を

算出する

方法を従

前どおり

とする改

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

オ・ 

カ 
（省略） 

備考 

１　イの項に掲げる特定用途に供する部分及び非特定用途に供する

部分並びにエの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分は、駐

車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧

席の部分を含むものとする。 

２　イの項に掲げる特定用途に供する部分の床面積及び非特定用途

に供する部分の床面積並びにエの項に掲げるそれぞれの用途に供

する各部分の床面積の算定に当たっては、当該建築物の機械室そ

の他の共用部分の床面積をそれぞれの用途に供する部分(機械室そ

の他の共用部分を除く。以下この表において同じ。)の床面積の割

合に応じて案分し、当該案分した面積をそれぞれの用途に供する

部分の床面積に加算するものとする。 

２・３　（省略） 

　（荷さばきのための駐車施設の附置） 

第３条　駐車場整備地区内において、次の表のアの項に掲げる面積が2,000

平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のう

ち同表のイの項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表のウの項

に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値（小数点以下の端数があ

る場合は、これを切り上げるものとする。）以上の台数の荷さばきのた

めの自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該建築物

又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。 

ア 特定用途に供する部分の床面積 

 

イ （省略） （省略） 特定用途（百貨店その他の

店舗及び事務所の用途を除

く。）に供する部分 

 

ウ （省略） 

備考 

１　アの項に掲げる特定用途に供する部分及びイの項に掲げ

るそれぞれの用途に供する各部分は、駐車施設の用途に供

する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を

る部分を除

く。） 
 

部分 る部分を除

く。） 

部分 に供す

る部分

を除

く。） 
オ・ 

カ 
（現行のとおり） 

備考 

１　イの項及びエの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分は、

駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観

覧席の部分を含むものとする。 

 

２　イの項及びエの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分の床

面積の算定に当たっては、当該建築物の機械室その他の共用部分

の床面積をそれぞれの用途に供する部分(機械室その他の共用部分

を除く。以下この表において同じ。)の床面積の割合に応じて案分

し、当該案分した面積をそれぞれの用途に供する部分の床面積に

加算するものとする。 

 

２・３　（現行のとおり） 

　（荷さばきのための駐車施設の附置） 

第３条　（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

ア 特定用途に供する部分（共同住宅の用途に供する部分を除

く。）の床面積 

イ （現行のとお

り） 

（現行のとお

り） 

特定用途に供する部分（百

貨店その他の店舗、事務所

及び共同住宅の用途に供す

る部分を除く。） 

ウ （現行のとおり） 

備考　 

１　アの項及びイの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部

分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっ

ては、屋外観覧席の部分を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

規定整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同住宅

の敷地内

について

荷捌きの

ための駐

車施設の

附置義務

を従前の

とおり課

さないこ

ととする

改正 

 

 

規定整備 



含むものとする。 

２　アの項に掲げる特定用途に供する部分の床面積及びイの

項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分の床面積の算定

に当たっては、当該建築物の機械室その他の共用部分の床

面積をそれぞれの用途に供する部分(機械室その他の共用部

分を除く。以下この表において同じ。)の床面積の割合に応

じて案分し、当該案分した面積をそれぞれの用途に供する

部分の床面積に加算するものとする。 

２・３　（省略） 

 

２　アの項及びイの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部

分の床面積の算定に当たっては、当該建築物の機械室その

他の共用部分の床面積をそれぞれの用途に供する部分(機械

室その他の共用部分を除く。以下この表において同じ。)の

床面積の割合に応じて案分し、当該案分した面積をそれぞ

れの用途に供する部分の床面積に加算するものとする。 

 

２・３　（現行のとおり） 

 


